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1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、運転時の異常な過渡変化時において発電用

原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生するおそれがあ

る場合又は当該事象が発生した場合においても炉心の著しい損傷を防止す

るため、原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持す

るとともに、発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な手順等が適切に

整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象のおそれが

ある場合」とは、発電用原子炉を緊急停止していなければならない状況に

もかかわらず、原子炉出力又は原子炉圧力等のパラメータの変化から緊急

停止していないことが推定される場合のことをいう。 

２ 「発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な手順等」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等

をいう。 

 (1) 沸騰水型原子炉（BWR）及び加圧水型原子炉（PWR）共通 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事

象のおそれがある場合」に、手動による原子炉の緊急停止操作を実施

すること。 

 (2) BWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事

象のおそれがある場合」に、原子炉出力を制御するため、原子炉冷却
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材再循環ポンプが自動停止しない場合は、手動で停止操作を実施する

こと。 

ｂ）十分な反応度制御能力を有するほう酸水注入設備（SLCS）を起動す

る判断基準を明確に定めること。 

ｃ）発電用原子炉を緊急停止することができない事象の発生時に不安定

な出力振動が検知された場合には、ほう酸水注入設備（SLCS）を作動

させること。 

 (3) PWR 

ａ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事

象のおそれがある場合」に、原子炉出力を抑制するため、補助給水系

ポンプが自動起動しない場合又はタービンが自動停止しない場合は、

手動操作により実施すること。 

ｂ）上記１の「発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事

象のおそれがある場合」に、化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設

備による十分な量のほう酸水注入を実施すること。 

 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉を停止させるための設

計基準事故対処設備は，炉外核計装，安全保護系のプロセス計装等である。 

これらの設備が機能喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止す

るため，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持

するとともに，発電用原子炉を未臨界にするための対処設備を整備する。

ここでは，この対処設備を活用した手順等について説明する。 

  



1.1-5 

1.1.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

運転時の異常な過渡変化により発電用原子炉の緊急停止が必要な状

況における設計基準事故対処設備として，原子炉安全保護盤，安全保

護系のプロセス計装，炉外核計装，制御棒クラスタ及び原子炉トリッ

プ遮断器を設置している。 

これらの設計基準事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替

するために，設計基準事故対処設備が有する機能，相互関係を明確に

した（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障

に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第 1.1.1

図）。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手

段及び自主対策設備※を選定する。 

※自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことや

すべてのプラント状況において使用することは

困難であるが，プラント状況によっては，事故

対応に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備により，「技術的能力審査基準」（以

下「審査基準」という。）だけでなく，「設置許可基準規則」第四十

四条及び「技術基準規則」第五十九条（以下「基準規則」という。）

の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，

自主対策設備との関係を明確にする。 

（添付資料 1.1.1，1.1.2，1.1.3） 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，運転時の異常な過渡変化時にフロン
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トライン系故障として，原子炉安全保護盤，安全保護系のプロセス計

装，炉外核計装，制御棒クラスタ及び原子炉トリップ遮断器の故障を

想定する。 

サポート系故障（電源喪失）は，制御棒駆動装置の電源が喪失する

ことにより制御棒が挿入されることから想定しない。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対

応手段及び「審査基準」，「基準規則」からの要求により選定した対

応手段と，その対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備

を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する

重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係

を第 1.1.1 表に整理する。 

ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備 

(a) 手動による原子炉緊急停止 

運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉の運転を緊急

に停止することができない事象（以下「ATWS」という。）が発生

するおそれがある場合又は ATWS が発生した場合に，手動による原

子炉緊急停止により，発電用原子炉を緊急停止する手段がある。 

手動による原子炉緊急停止により発電用原子炉を緊急停止する

設備は以下のとおり。 

・原子炉トリップスイッチ 

・制御棒クラスタ 

・原子炉トリップ遮断器 

・制御棒駆動装置用電源（常用母線 440V 遮断器操作器） 

・制御棒操作スイッチ 
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・制御棒駆動装置用電源（制御棒駆動装置用電源出力遮断器ス

イッチ） 

・原子炉トリップ遮断器スイッチ 

(b) 原子炉出力抑制（自動） 

ATWS が発生するおそれがある場合又は ATWS が発生した場合に，

共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS 緩和設備）の自動作動

により原子炉出力を抑制するとともに，原子炉冷却材圧力バウン

ダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持する手段がある。 

原子炉出力抑制（自動）により原子炉出力を抑制する設備は以

下のとおり。 

・共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS 緩和設備） 

・主蒸気隔離弁 

・電動補助給水ポンプ 

・タービン動補助給水ポンプ 

・補助給水ピット 

・蒸気発生器 

・主蒸気逃がし弁 

・主蒸気安全弁 

・加圧器逃がし弁 

・加圧器安全弁 

・ほう酸タンク 

・ほう酸ポンプ 

・緊急ほう酸注入弁 

・充てんポンプ 

・２次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁 
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・２次冷却設備（給水設備）配管 

・２次冷却設備（補助給水設備）配管・弁 

・１次冷却設備 

・ほう酸フィルタ 

・再生熱交換器 

・化学体積制御設備 配管・弁 

・非常用炉心冷却設備（高圧注入系）弁 

・原子炉補機冷却設備 

・非常用交流電源設備 

・非常用直流電源設備 

(c) 原子炉出力抑制（手動） 

手動による原子炉緊急停止ができない場合かつ共通要因故障対

策盤（自動制御盤）（ATWS 緩和設備）が自動作動しない場合は，

中央制御室からの手動操作により，タービン手動トリップ，電動

補助給水ポンプ及びタービン動補助給水ポンプ（以下「補助給水

ポンプ」という。）の手動起動を実施することで原子炉出力を抑

制するとともに，原子炉冷却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容

器の健全性を維持する手段がある。 

原子炉出力抑制（手動）により原子炉出力を抑制する設備は以

下のとおり。 

・タービントリップスイッチ 

・主蒸気隔離弁 

・電動補助給水ポンプ 

・タービン動補助給水ポンプ 

・補助給水ピット 
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・蒸気発生器 

・主蒸気逃がし弁 

・主蒸気安全弁 

・加圧器逃がし弁 

・加圧器安全弁 

・ほう酸タンク 

・ほう酸ポンプ 

・緊急ほう酸注入弁 

・充てんポンプ 

・２次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁 

・２次冷却設備（給水設備）配管 

・２次冷却設備（補助給水設備）配管・弁 

・１次冷却設備 

・ほう酸フィルタ 

・再生熱交換器 

・化学体積制御設備 配管・弁 

・非常用炉心冷却設備（高圧注入系）弁 

・原子炉補機冷却設備 

・非常用交流電源設備 

・非常用直流電源設備 

(d) ほう酸水注入 

ATWS が発生するおそれがある場合又は ATWS が発生した場合に，

発電用原子炉の出力抑制を図った後，発電用原子炉を未臨界状態

とするために，化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備により

ほう酸水注入を行う手段がある。 
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ほう酸水注入により発電用原子炉を未臨界にする設備は以下の

とおり。 

・ほう酸タンク 

・ほう酸ポンプ 

・緊急ほう酸注入弁 

・充てんポンプ 

・燃料取替用水ピット 

・ほう酸注入タンク 

・高圧注入ポンプ 

・ほう酸フィルタ 

・再生熱交換器 

・化学体積制御設備 配管・弁 

・非常用炉心冷却設備 配管・弁 

・非常用炉心冷却設備（高圧注入系）弁 

・１次冷却設備 

・原子炉補機冷却設備 

・非常用交流電源設備 

・非常用直流電源設備 

(e) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

手動による原子炉緊急停止で使用する設備のうち，原子炉トリ

ップスイッチ，制御棒クラスタ及び原子炉トリップ遮断器は重大

事故等対処設備として位置付ける。 

原子炉出力抑制（自動）で使用する設備のうち，共通要因故障

対策盤（自動制御盤）（ATWS 緩和設備），主蒸気隔離弁，電動補

助給水ポンプ，タービン動補助給水ポンプ，補助給水ピット，蒸
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気発生器，主蒸気逃がし弁，主蒸気安全弁，加圧器逃がし弁，加

圧器安全弁，ほう酸タンク，ほう酸ポンプ，緊急ほう酸注入弁，

充てんポンプ,２次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁，２次冷却設

備（給水設備）配管，２次冷却設備（補助給水設備）配管・弁，

１次冷却設備，ほう酸フィルタ，再生熱交換器，化学体積制御設

備配管・弁及び非常用炉心冷却設備（高圧注入系）弁は重大事故

等対処設備として位置付ける。 

また，原子炉補機冷却設備，非常用交流電源設備及び非常用直

流電源設備は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付

ける。 

原子炉出力抑制（手動）で使用する設備のうち，主蒸気隔離弁，

電動補助給水ポンプ，タービン動補助給水ポンプ，補助給水ピッ

ト，蒸気発生器，主蒸気逃がし弁，主蒸気安全弁，加圧器逃がし

弁，加圧器安全弁，ほう酸タンク，ほう酸ポンプ，緊急ほう酸注

入弁，充てんポンプ,２次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁，２次

冷却設備（給水設備）配管，２次冷却設備（補助給水設備）配管・

弁，１次冷却設備，ほう酸フィルタ，再生熱交換器，化学体積制

御設備配管・弁及び非常用炉心冷却設備（高圧注入系）弁は重大

事故等対処設備として位置付ける。 

また，原子炉補機冷却設備，非常用交流電源設備及び非常用直

流電源設備は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付

ける。 

ほう酸水注入で使用する設備のうち，ほう酸タンク，ほう酸ポ

ンプ，緊急ほう酸注入弁，充てんポンプ，燃料取替用水ピット，

ほう酸フィルタ，再生熱交換器，化学体積制御設備配管・弁，非
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常用炉心冷却設備配管・弁，非常用炉心冷却設備（高圧注入系）

弁及び１次冷却設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

また，原子炉補機冷却設備，非常用交流電源設備及び非常用直

流電源設備は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付

ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，

「審査基準」及び「基準規則」に要求される設備がすべて網羅さ

れている。 

（添付資料 1.1.1） 

以上の重大事故等対処設備により，発電用原子炉を緊急に停止

できない場合においても，原子炉出力を抑制し発電用原子炉を未

臨界にすることができる。また，以下の設備はプラント状況によ

っては事故対応に有効な設備であるため，自主対策設備と位置付

ける。あわせて，その理由を示す。 

・制御棒駆動装置用電源（常用母線 440V 遮断器操作器），制御

棒駆動装置用電源（制御棒駆動装置用電源出力遮断器スイッ

チ），原子炉トリップ遮断器スイッチ 

耐震性がないものの，サポート系である電源を遮断するこ

とにより制御棒を全挿入できることから，発電用原子炉を緊

急停止する代替手段として有効である。 

・制御棒操作スイッチ 

制御棒全挿入完了までは時間を要するものの，上記の電源

遮断操作完了までの間又は実施できない場合に発電用原子炉

を停止する手段として有効である。 

・タービントリップスイッチ 
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耐震性がないものの，機能が健全であれば中央制御室にて

速やかな操作が可能であるため，原子炉出力を抑制する代替

手段として有効である。 

・高圧注入ポンプ，燃料取替用水ピット，ほう酸注入タンク 

１次冷却材圧力が高圧注入ポンプ注入圧力未満であれば，

高圧注入ポンプを使用してほう酸水を注入することが可能で

あり，原子炉出力を抑制する代替手段として有効である。 

ｂ．手順等 

上記の「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備」によ

り選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，ATWS 時における発電課長（当直）及び運転員に

よる一連の対応として発電用原子炉の未臨界を維持する手順に定め

る（第 1.1.1 表）。 

また，重大事故時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる

設備についても整理する（第 1.1.2 表，第 1.1.3 表）。 

 

1.1.2 重大事故等時の手順 

1.1.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 

(1) 手動による原子炉緊急停止 

ATWS が発生するおそれがある場合又は ATWS が発生した場合，中

央制御室から手動にて発電用原子炉を緊急停止する。 

（添付資料 1.1.4） 

ａ．手順着手の判断基準 

原子炉トリップ設定値に到達し，原子炉トリップ遮断器の状態，

制御棒炉底位置表示等により，原子炉自動トリップ失敗を確認し
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た場合に，原子炉出力が５％以上又は中間領域起動率が正となっ

た場合。 

ｂ．操作手順 

手動による原子炉緊急停止における操作手順の概要は以下のと

おり。各手順の成功は，制御棒炉底位置表示及び原子炉出力の低

下により確認する。概要図を第 1.1.2 図，第 1.1.3 図に，タイム

チャートを第 1.1.9 図に示す。 

① 発電課長（当直）は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員に原子炉手動トリップ操作を指示する。 

② 運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室で原子炉トリップ

スイッチにより，原子炉トリップ操作を行う。 

③ 運転員（中央制御室）Ａは，②の操作に失敗した場合，中

央制御室で常用母線 440V 遮断器２台の開放操作により，制御

棒駆動装置用電源２台の電源を遮断する。 

④ 運転員（中央制御室）Ａは，③の操作に失敗した場合，中

央制御室で制御棒手動操作により，制御棒を発電用原子炉へ

挿入する。 

⑤ 運転員（現場）Ｂは，④の操作と並行して，現場で制御棒

駆動装置用電源出力遮断器２台の開放操作を行う。 

⑥ 運転員（現場）Ｂは，⑤の操作に失敗した場合，現場で原

子炉トリップ遮断器８台の開放操作を行う。 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，運転員（中央制御室）１名，運転員（現場）１

名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから②及び③の

中央制御室での常用母線 440V 遮断器２台の開放操作まで６分以
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内で可能であり，⑤及び⑥の現場での原子炉トリップ遮断器開放

操作まで 24 分以内で可能である。円滑に作業できるように，移動

経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡設備を整備する。室温

は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.1.5，1.1.6） 

(2) 原子炉出力抑制（自動） 

ATWS が発生するおそれがある場合又は ATWS が発生した場合，重

大事故等対処設備である共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS

緩和設備）の作動により原子炉出力を抑制するとともに，原子炉冷

却材圧力バウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持する。 

ａ．手順着手の判断基準 

原子炉トリップ設定値に到達したにもかかわらず，原子炉トリ

ップ遮断器等の機能喪失による原子炉自動トリップに失敗したこ

とを検知した場合に作動する「CMF 自動作動」警報が発信した場

合。 

ｂ．操作手順 

原子炉出力抑制（自動）における操作手順の概要は以下のとお

り。概要図を第 1.1.4 図，第 1.1.5 図に，タイムチャートを第 1.1.9

図に示す。 

① 発電課長（当直）は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員に共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS 緩和設備）の

作動状況の確認を指示する。 

② 運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室での監視によりタ

ービントリップの作動，主蒸気隔離弁の閉を確認するととも

に，すべての補助給水ポンプが自動起動し補助給水流量が確
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立していることを確認する。その後，蒸気発生器水位を無負

荷時水位に維持する。 

③ 運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室での監視により１

次冷却材温度が上昇していることを確認するとともに，減速

材温度係数の負の反応度帰還効果により，原子炉出力が低下

していることを確認する。 

④ 運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室で加圧器逃がし弁

及び加圧器安全弁の動作により１次冷却材圧力が所定の圧力

以上に上昇していないことを確認するとともに，原子炉格納

容器圧力及び温度の上昇がないこと，又は原子炉格納容器圧

力及び温度の上昇がわずかであることを確認する。 

また，補助給水ポンプ，主蒸気逃がし弁及び主蒸気安全弁

の動作により１次冷却材温度が所定の温度以上に上昇してい

ないことを確認する。 

⑤ 運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室で緊急ほう酸濃縮

を実施する。緊急ほう酸濃縮は後述の（４）に示すほう酸水

注入の手順と同様。 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，運転員（中央制御室）１名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから共通要因故障対策盤（自動制御盤）

（ATWS 緩和設備）の作動状況の確認まで 10分以内で可能である。 

「CMF 自動作動」警報の発信により原子炉トリップ失敗を踏ま

えて，共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS 緩和設備）の作

動を予測し速やかに共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS 緩

和設備）の作動を確認する。 
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なお，加圧器逃がし弁及び加圧器安全弁の動作により加圧器逃

がしタンクから原子炉格納容器内に漏えいした１次冷却材による

原子炉格納容器圧力及び温度の上昇はわずかであり，原子炉格納

容器が健全であることを確認する。 

共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS 緩和設備）が作動し

ない場合の処置については，後述の（３）原子炉出力抑制（手動）

の処置による。 

(3) 原子炉出力抑制（手動） 

共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS 緩和設備）の自動信号

が発信するものの，発電用原子炉を未臨界に移行するために必要な

機器等が自動作動しなかった場合，中央制御室からの手動によりタ

ービントリップ，主蒸気隔離弁の閉操作及び補助給水ポンプの起動

を行うことで原子炉出力を抑制するとともに，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ及び原子炉格納容器の健全性を維持する。 

ａ．手順着手の判断基準 

共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS 緩和設備）が自動作

動しない場合で，かつ中央制御室から原子炉トリップスイッチに

よる原子炉緊急停止ができない場合。 

ｂ．操作手順 

原子炉出力抑制（手動）における操作手順の概要は以下のとお

り。概要図を第 1.1.6 図～第 1.1.8 図に，タイムチャートを第

1.1.9 図に示す。 

① 発電課長（当直）は，手順着手の判断基準に基づき運転員

にタービン手動トリップ，主蒸気隔離弁の閉操作及び補助給

水流量の確保を指示する。 
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② 運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室でタービン手動ト

リップ操作を行い，タービン主要弁（MSV，GV，ICV，RSV）の

閉によりタービントリップを確認する。 

③ 運転員（中央制御室）Ａは，②によるタービントリップに

失敗した場合は，中央制御室で主蒸気隔離弁を手動にて閉操

作するとともに主蒸気バイパス隔離弁の閉を確認する。 

④ 運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室で補助給水ポンプ

を手動起動し，補助給水流量が確立したことを確認する。そ

の後，蒸気発生器水位を無負荷時水位に維持する。 

⑤ 運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室での監視により，

１次冷却材温度が上昇していることを確認するとともに減速

材温度係数の負の反応度帰還効果により，原子炉出力が低下

していることを確認する。 

⑥ 運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室で加圧器逃がし弁

及び加圧器安全弁の動作により１次冷却材圧力が所定の圧力

以上に上昇していないことを確認するとともに，原子炉格納

容器圧力及び温度の上昇がないこと，又は原子炉格納容器圧

力及び温度の上昇がわずかであることを確認する。 

また，補助給水ポンプ，主蒸気逃がし弁及び主蒸気安全弁

の動作により１次冷却材温度が所定の温度以上に上昇してい

ないことを確認する。 

⑦ 運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室で緊急ほう酸濃縮

を実施する。緊急ほう酸濃縮は後述の（４）に示すほう酸水

注入の手順と同様。 

ｃ．操作の成立性 
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上記の操作は，中央制御室にて運転員（中央制御室）１名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから補助給水ポンプを

手動起動するまで 10 分以内で可能である。 

（添付資料 1.1.7） 

(4) ほう酸水注入 

ATWS が発生するおそれがある場合又は ATWS が発生した場合，発

電用原子炉の出力抑制を図った後，発電用原子炉を未臨界状態とす

るために化学体積制御設備又は非常用炉心冷却設備によりほう酸水

の注入を行い負の反応度を添加するとともに，希釈による反応度添

加の可能性を除去するためにほう酸希釈ラインを隔離する。 

ａ．手順着手の判断基準 

手動による原子炉緊急停止の失敗を原子炉トリップ遮断器の状

態，制御棒炉底位置表示等により確認し，原子炉出力が５％以上

又は中間領域起動率が正であり，ほう酸タンク等の水位が確保さ

れている場合。 

ｂ．操作手順 

ほう酸水注入における操作手順の概要は以下のとおり。概要図

を第 1.1.10 図～第 1.1.12 図に，タイムチャートを第 1.1.9 図に

示す。 

① 発電課長（当直）は，手順着手の判断基準に基づき，運転

員にほう酸タンクを用いた緊急ほう酸濃縮の準備と系統構成

を指示する。 

② 運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室で充てんポンプの

起動を確認し，緊急ほう酸濃縮のための系統構成を実施する。 
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③ 運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室でほう酸ポンプを

起動し，緊急ほう酸注入弁を開操作し，緊急ほう酸注入ライ

ン流量により発電用原子炉へほう酸水注入が行われているこ

とを確認する。その後，出力領域中性子束により原子炉出力

が低下すること及び中間領域起動率等により未臨界状態へ移

行していることを確認する。 

④ 運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室でほう酸ポンプの

故障等により緊急ほう酸注入ラインが使用できない場合は，

代替手段として，充てんポンプの入口ラインを体積制御タン

クから燃料取替用水ピットに切り替え，燃料取替用水ピット

のほう酸水を発電用原子炉へ注入する。 

また，充てんポンプの故障等により充てんラインが使用で

きない場合，１次冷却材圧力が高圧注入ポンプ注入圧力未満

であれば，高圧注入ポンプによりほう酸注入タンクを経由し

て燃料取替用水ピットのほう酸水を発電用原子炉へ注入する。 

⑤ 運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室でほう酸希釈ライ

ンを隔離する。 

⑥ 運転員（中央制御室）Ａは，中央制御室でほう酸タンク等

の水位より，ほう酸注入量及び１次冷却材のほう素濃度を計

算し，燃料取替ほう素濃度になるまでほう酸水注入を継続す

る。なお，緊急ほう酸濃縮を行っている間に制御棒の全挿入

に成功した場合は，プラントを高温停止に維持し，引き続い

て低温停止に移行させるために必要となるほう素濃度を目標

にほう酸水注入を継続する。 
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⑦ 運転員（中央制御室）Ａは，サンプリングの結果により，

１次冷却材のほう素濃度が⑥で目標としたほう素濃度より高

い値になっていることを確認する。 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，運転員（中央制御室）１名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してからほう酸水注入開始まで５分以内で

可能である。（所要時間は作業の開始が必ずしも事象発生後の操

作ではないことから事象判別の 10 分は含まない。以降の条文も同

様とする。）交流動力電源喪失により，正確なサンプリング結果

が得られないと想定される場合は，電源復旧後にサンプリングを

実施し，結果を確認する。 

発電用原子炉の出力抑制後は，１次冷却材のほう素濃度を確認

し，主蒸気逃がし弁及び加圧器スプレイ弁により１次冷却系の降

温，降圧を行い，１次冷却材圧力 2.7MPa[gage]以下及び１次冷却

材温度 177℃未満となれば，余熱除去系に切り替え，炉心冷却を

継続的に行う。 

（添付資料 1.1.8） 

(5) 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の

選択フローチャートを第 1.1.13 図に示す。 

ATWS が発生するおそれがある場合又は ATWS が発生した場合（共

通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS 緩和設備）の作動状況確認

を含む。）は，中央制御室から速やかな操作が可能である原子炉ト

リップスイッチ（制御棒駆動装置電源遮断及び制御棒手動挿入操作

を含む。）により手動にて発電用原子炉の緊急停止を行う。蒸気発
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生器水位低信号による共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS 緩

和設備）が作動した場合においても，中央制御室から原子炉トリッ

プスイッチ（制御棒駆動装置電源遮断及び制御棒手動挿入操作を含

む。）により手動にて発電用原子炉の緊急停止を行い，その後，共

通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS 緩和設備）の作動状況の確

認を行う。 

中央制御室から原子炉トリップスイッチによる原子炉緊急停止が

できない場合で，かつ共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS 緩

和設備）が作動しない場合は，手動による原子炉出力抑制を行う。 

原子炉トリップに失敗し，発電用原子炉の出力抑制を図った後は，

発電用原子炉を未臨界状態とするために化学体積制御設備又は非常

用炉心冷却設備によりほう酸水注入を行う。 

ただし，発電用原子炉の出力抑制を図った後でも，原子炉トリッ

プに成功した場合は，早急なほう酸水注入は必要ない。 

（添付資料 1.1.7） 

1.1.2.2 その他の手順項目について考慮する手順 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は，「1.15 事故時

の計装に関する手順等」のうち，1.15.2「重大事故等時の手順等」に

て整備する。 
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第 1.1.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（1/2） 

（フロントライン系故障時）

  

分類
機能喪失を想定する

設計基準事故対処設備
対応
手段

設備
分類
＊２

整備する手順書 手順の分類

原子炉トリップスイッチ
制御棒クラスタ
原子炉トリップ遮断器

重
大
事
故
等
対
処
設
備

ａ

制御棒駆動装置用電源（常用母線440V遮断器
操作器）＊１
制御棒操作スイッチ＊１
制御棒駆動装置用電源 （制御棒駆動装置用電
源出力遮断器スイッチ）＊１
原子炉トリップ遮断器スイッチ

自
主
対
策
設
備

共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩
和設備） ＊１
主蒸気隔離弁
電動補助給水ポンプ
タービン動補助給水ポンプ
補助給水ピット
蒸気発生器
主蒸気逃がし弁
主蒸気安全弁
加圧器逃がし弁
加圧器安全弁
ほう酸タンク
ほう酸ポンプ
緊急ほう酸注入弁
充てんポンプ
２次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁
２次冷却設備（給水設備）配管
２次冷却設備（補助給水設備）配管・弁
１次冷却設備
ほう酸フィルタ
再生熱交換器
化学体積制御設備　配管・弁
非常用炉心冷却設備（高圧注入系）弁

重
大
事
故
等
対
処
設
備

原子炉補機冷却設備
非常用交流電源設備
非常用直流電源設備

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（

設
計
基
準
拡
張
）

＊１：原子炉トリップ遮断器故障時にも有効に機能する。
＊２：重大事故等対策において用いる設備の分類

ａ：当該条文に適合する重大事故等対処設備　ｂ：37条に適合する重大事故等対処設備　ｃ：自主的対策として整備する重大事故等対処設備

炉心の著しい損傷及び
原子炉格納容器破損を
防止する運転手順書

対処設備

炉心の著しい損傷及び
原子炉格納容器破損を
防止する運転手順書

発電用原子炉の未臨界
を維持する手順

発電用原子炉の未臨界
を維持する手順

ａ，ｂ

制御棒クラスタ
又は

原子炉トリップ遮断器
又は

原子炉安全保護盤
又は

安全保護系の
プロセス計装

又は
炉外核計装

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

原子炉安全保護盤
又は

安全保護系の
プロセス計装

又は
炉外核計装

手
動
に
よ
る
原
子
炉
緊
急
停
止

原
子
炉
出
力
抑
制
（

自
動
）
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対応手段，対処設備，手順書一覧（2/2） 

 

 

分類
機能喪失を想定する

設計基準事故対処設備
対応
手段

設備
分類
＊１

整備する手順書 手順の分類

タービントリップスイッチ 自
主
対
策
設
備

主蒸気隔離弁
電動補助給水ポンプ
タービン動補助給水ポンプ
補助給水ピット
蒸気発生器

主蒸気逃がし弁
主蒸気安全弁
加圧器逃がし弁
加圧器安全弁
ほう酸タンク
ほう酸ポンプ
緊急ほう酸注入弁
充てんポンプ
２次冷却設備（主蒸気設備）配管・弁
２次冷却設備（給水設備）配管
２次冷却設備（補助給水設備）配管・弁
１次冷却設備
ほう酸フィルタ
再生熱交換器
化学体積制御設備　配管・弁
非常用炉心冷却設備（高圧注入系）弁

重
大
事
故
等
対
処
設
備

原子炉補機冷却設備
非常用交流電源設備
非常用直流電源設備

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（

設
計
基
準
拡
張
）

ほう酸タンク
ほう酸ポンプ
緊急ほう酸注入弁
充てんポンプ
ほう酸フィルタ
再生熱交換器
化学体積制御設備　配管・弁
非常用炉心冷却設備（高圧注入系）弁
１次冷却設備

重
大
事
故
等
対
処
設
備

原子炉補機冷却設備
非常用交流電源設備
非常用直流電源設備

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（

設
計
基
準
拡
張
）

充てんポンプ
燃料取替用水ピット
再生熱交換器
化学体積制御設備　配管・弁
非常用炉心冷却設備　配管・弁
１次冷却設備

重
大
事
故
等
対
処
設
備

原子炉補機冷却設備
非常用交流電源設備

重
大
事
故
等
対
処
設
備

（

設
計
基
準
拡
張
）

高圧注入ポンプ
ほう酸注入タンク
燃料取替用水ピット
非常用炉心冷却設備　配管・弁
非常用炉心冷却設備（高圧注入系）配管・弁
１次冷却設備
原子炉補機冷却設備
非常用交流電源設備
非常用直流電源設備

自
主
対
策
設
備

＊１：重大事故等対策において用いる設備の分類
ａ：当該条文に適合する重大事故等対処設備　ｂ：37条に適合する重大事故等対処設備　ｃ：自主的対策として整備する重大事故等対処設備

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時

制御棒クラスタ
又は

原子炉トリップ遮断器
又は

原子炉安全保護盤
又は

安全保護系の
プロセス計装

又は
炉外核計装

原
子
炉
出
力
抑
制
（

手
動
）

ほ
う
酸
水
注
入

発電用原子炉の未臨界
を維持する手順

ａ

ａ

発電用原子炉の未臨界
を維持する手順

炉心の著しい損傷及び
原子炉格納容器破損を
防止する運転手順書

炉心の著しい損傷及び
原子炉格納容器破損を
防止する運転手順書

対処設備

ａ，ｂ
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第 1.1.2 表 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧（1/4） 

 

 

  

重大事故等の
対応に必要となる

監視項目

・ 原子炉トリップ遮断器表示

・ 制御棒炉底位置表示

・ 出力領域中性子束

・ 中間領域中性子束

・ 中間領域起動率

・ 原子炉トリップ遮断器表示

・ 制御棒炉底位置表示

・ 出力領域中性子束

・ 中間領域中性子束

・ 中性子源領域中性子束

・ 中間領域起動率

・ 中性子源領域起動率

電源 ・ ４－Ｃ１，Ｄ１母線電圧

対応手段 監視計器

1.1.2.1　フロントライン系故障時の対応手順

(1) 手動による原子炉緊急停止

判
断
基
準

未臨界の維持又は
監視

操
作

未臨界の維持又は
監視
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監視計器一覧（2/4） 

 

  

重大事故等の
対応に必要となる

監視項目

・ 原子炉トリップ遮断器表示

・ 制御棒炉底位置表示

・ 出力領域中性子束

・ 中間領域中性子束

・ 中性子源領域中性子束

・ 中間領域起動率

・ 中性子源領域起動率

信号 ・ CMF自動作動警報

・ タービン非常遮断油圧

・ 弁表示（EH）

・ 出力領域中性子束

・ 中間領域中性子束

・ 中性子源領域中性子束

・ 中間領域起動率

・ 中性子源領域起動率

・ １次冷却材温度（広域－高温側）

・ １次冷却材温度（広域－低温側）

原子炉圧力容器
内の圧力

・ １次冷却材圧力（広域）

原子炉格納容器
内の温度

・ 格納容器内温度

・ 原子炉格納容器圧力

・ 格納容器圧力（AM用）

・ 主蒸気ライン圧力

・ 蒸気発生器水位（狭域）

・ 補助給水流量

・ 加圧器逃がし弁表示

・ 加圧器安全弁表示

・ 主蒸気逃がし弁表示

・ 主蒸気安全弁表示

対応手段 監視計器

1.1.2.1　フロントライン系故障時の対応手順

原子炉圧力容器
内の温度

原子炉格納容器
内の圧力

最終ヒートシンク
の確保

補機監視機能

(2) 原子炉出力抑制（自動）

判
断
基
準

未臨界の維持又は
監視

操
作

未臨界の維持又は
監視



1.1-27 

監視計器一覧（3/4） 

 

  

重大事故等の
対応に必要となる

監視項目

・ 原子炉トリップ遮断器表示

・ 制御棒炉底位置表示

・ タービン非常遮断油圧

・ 弁表示（EH）

・ 出力領域中性子束

・ 中間領域中性子束

・ 中性子源領域中性子束

・ 中間領域起動率

・ 中性子源領域起動率

・ 主蒸気ライン圧力

・ 蒸気発生器水位（狭域）

・ 補助給水流量

信号 ・ CMF自動作動警報

・ タービン非常遮断油圧

・ 弁表示（EH）

・ 出力領域中性子束

・ 中間領域中性子束

・ 中性子源領域中性子束

・ 中間領域起動率

・ 中性子源領域起動率

・ １次冷却材温度（広域－高温側）

・ １次冷却材温度（広域－低温側）

原子炉圧力容器
内の圧力

・ １次冷却材圧力（広域）

原子炉格納容器
内の温度

・ 格納容器内温度

・ 原子炉格納容器圧力

・ 格納容器圧力（AM用）

・ 主蒸気ライン圧力

・ 蒸気発生器水位（狭域）

・ 補助給水流量

・ 加圧器逃がし弁表示

・ 加圧器安全弁表示

・ 主蒸気逃がし弁表示

・ 主蒸気安全弁表示

1.1.2.1　フロントライン系故障時の対応手順

(3) 原子炉出力抑制（手動）

判
断
基
準

未臨界の維持又は
監視

最終ヒートシンク
の確保

操
作

未臨界の維持又は
監視

原子炉圧力容器
内の温度

原子炉格納容器
内の圧力

最終ヒートシンク
の確保

補機監視機能

対応手段 監視計器
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監視計器一覧（4/4） 

 

  

重大事故等の
対応に必要となる

監視項目

・ 原子炉トリップ遮断器表示

・ 制御棒炉底位置表示

・ 出力領域中性子束

・ 中間領域中性子束

・ 中間領域起動率

水源の確保 ・ ほう酸タンク水位

・ 出力領域中性子束

・ 中間領域中性子束

・ 中性子源領域中性子束

・ 中間領域起動率

・ 中性子源領域起動率

・ 可聴計数率（可聴音）

・ 緊急ほう酸注入ライン流量

・ １次系純水補給ライン流量積算制御

原子炉圧力容器
内の圧力

・ １次冷却材圧力（広域）

・ 充てん流量

・ 高圧注入流量

・ 燃料取替用水ピット水位

・ ほう酸タンク水位

－ ・ ほう素濃度（手分析値）

1.1.2.1　フロントライン系故障時の対応手順

(4) ほう酸水注入

判
断
基
準

未臨界の維持又は
監視

操
作

未臨界の維持又は
監視

原子炉圧力容器
内への注水量

水源の確保

対応手段 監視計器
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第 1.1.3 表 「審査基準」における要求事項ごとの給電対象設備 

  

設備 母線

Ａ－直流母線

Ｂ－直流母線

 ６－Ａ非常用高圧母線

 ６－Ｂ非常用高圧母線

Ａ１－原子炉コントロールセンタ

Ｂ１－原子炉コントロールセンタ

Ａ２－原子炉コントロールセンタ

Ｂ２－原子炉コントロールセンタ

非常用炉心冷却設備（高圧注入系）弁 非常用直流電源設備 Ａ－直流母線

Ａ－直流母線

Ｂ－直流母線

 ６－Ａ非常用高圧母線

 ６－Ｂ非常用高圧母線

Ａ－直流母線

Ｂ－直流母線

Ａ２－計装用交流分電盤

Ｂ２－計装用交流分電盤

Ｃ２－計装用交流分電盤

Ｄ２－計装用交流分電盤

Ａ－AM設備直流電源分離盤

Ｂ－AM設備直流電源分離盤

※：供給負荷は監視計器

対象条文 供給対象設備

給電元

計装用電源※

非常用直流電源設備１次冷却設備弁

化学体積制御設備ポンプ・弁 非常用交流電源設備

非常用交流電源設備

２次冷却設備（主蒸気設備）弁 非常用直流電源設備

非常用交流電源設備
非常用直流電源設備

【1.1】
緊急停止失敗時に発電用
原子炉を未臨界にするた
めの手順等

２次冷却設備（補助給水設備）ポン
プ・弁

非常用直流電源設備
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凡例

電源系

信号系

操作手順 操作対象機器 状態の変化

②#1 原子炉トリップ（１） 中立→トリップ

②#2 原子炉トリップ（２） 中立→トリップ

＃１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する機器があることを示す。

制御棒クラスタ

原子炉トリップ
遮断器Ⅰ－１

原子炉トリップ
遮断器Ⅰ－２

原子炉トリップ
遮断器Ⅱ－１

原子炉トリップ
遮断器Ⅱ－２

原子炉トリップ
遮断器Ⅲ－１

原子炉トリップ
遮断器Ⅲ－２

原子炉トリップ
遮断器Ⅳ－１

原子炉トリップ
遮断器Ⅳ－２

常用母線
440V

常用母線6.6kV

制御棒駆動
装置用電源

常用母線440V
遮断器

制御棒駆動装置用
電源出力遮断器

MGセット
制御盤1,2

開放 開放 開放 開放

開放開放開放開放

原子炉トリップ
スイッチ

常用母線440V
遮断器操作器

制御棒操作
スイッチ

Ａ

Ｂ

ＡＢ

ＣＤ

②#1，②#2

第 1.1.2 図 手動による原子炉緊急停止 概要図（１） 
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凡例

電源系

信号系

操作手順 操作対象機器 状態の変化

③#1 常用母線440V遮断器 入→切

③#2 常用母線440V遮断器 入→切

④ 制御棒操作スイッチ 挿入

⑤#1 Ａ－制御棒駆動電源装置用出力遮断器 投入→開放

⑤#2 Ｂ－制御棒駆動電源装置用出力遮断器 投入→開放

⑥#1 原子炉トリップ遮断器 投入→開放

⑥#2 原子炉トリップ遮断器 投入→開放

⑥#3 原子炉トリップ遮断器 投入→開放

⑥#4 原子炉トリップ遮断器 投入→開放

＃１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する機器があることを示す。

制御棒クラスタ

原子炉トリップ
遮断器Ⅰ－１

原子炉トリップ
遮断器Ⅰ－２

原子炉トリップ
遮断器Ⅱ－１

原子炉トリップ
遮断器Ⅱ－２

原子炉トリップ
遮断器Ⅲ－１

原子炉トリップ
遮断器Ⅲ－２

原子炉トリップ
遮断器Ⅳ－１

原子炉トリップ
遮断器Ⅳ－２

常用母線
440V

常用母線6.6kV

制御棒駆動
装置用電源

常用母線440V
遮断器

制御棒駆動装置用
電源出力遮断器

MGセット
制御盤1,2

開放 開放 開放 開放

開放開放開放開放

原子炉トリップ
スイッチ

常用母線440V
遮断器操作器

制御棒操作
スイッチ

Ａ

Ｂ

ＡＢ

ＣＤ

開放

開放

開放開放

③#1，③#2 ④

⑤#1

⑤#2

⑥#1

⑥#2

⑥#3

⑥#4

⑥#1

⑥#2

⑥#3

⑥#4

第 1.1.3 図 手動による原子炉緊急停止 概要図（２） 
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凡例

手動弁

逆止弁

電動弁

空気作動弁
(ポジショナ付)

信号系

Ｍ

操作手順 操作対象機器 状態の変化

②#1 タービントリップ 作動

②#2 Ａ－主蒸気隔離弁 全開→全閉

②#3 Ｂ－主蒸気隔離弁 全開→全閉

②#4 Ｃ－主蒸気隔離弁 全開→全閉

②#5 Ａ－電動補助給水ポンプ 停止→起動

②#6 Ｂ－電動補助給水ポンプ 停止→起動

②#7 タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁Ａ 全閉→全開

②#8 タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁Ｂ 全閉→全開

②#9 タービン動補助給水ポンプ 停止→起動

④#1 Ａ－主蒸気逃がし弁 全閉→全開

④#2 Ｂ－主蒸気逃がし弁 全閉→全開

④#3 Ｃ－主蒸気逃がし弁 全閉→全開

④#4 Ａ－主蒸気安全弁 全閉→全開

④#5 Ｂ－主蒸気安全弁 全閉→全開

④#6 Ｃ－主蒸気安全弁 全閉→全開

＃１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する機器があることを示す。

②#4

補助給水ピット

Ａ－電動補助給水ポンプ

Ａ－蒸気発生器

Ｃ－主蒸気逃がし弁

Ｂ－蒸気発生器Ｃ－蒸気発生器

Ｂ－主蒸気逃がし弁

Ａ－主蒸気逃がし弁

Ｂ－電動補助給水ポンプ

主
給
水
系
統

タービン動補助給水ポンプ

共通要因故障対策盤
（自動制御盤）
（ATWS緩和設備）

タービントリップ

主蒸気
隔離弁

主蒸気
逆止弁

起動

起動

起動主
給
水
系
統

主
給
水
系
統

Ｍ

大気
Ｍ

Ｍ

大気Ｍ

大気Ｍ

大気

主蒸気安全弁

大気

大気

L L L

高圧タービン

タービンバイパス弁

Ａ－復水器

Ｂ－復水器

２次系純水タンク

ＭＭ

ＭＭ

開

開

開

②#2

②#3

②#7

②#8

②#9

Ｍ

②#5

②#6

④#3

④#2

④#1

④#6

④#5

④#4

Ｍ

第 1.1.4 図 原子炉出力抑制（自動） 概要図（１） 



1.1-34 

 

  

 

操作手順 操作対象機器 状態の変化

④#1 Ａ－加圧器逃がし弁 全閉→全開

④
#2 Ｂ－加圧器逃がし弁 全閉→全開

④#3 Ａ－加圧器安全弁 全閉→全開

④#4 Ｂ－加圧器安全弁 全閉→全開

④
#5 Ｃ－加圧器安全弁 全閉→全開

＃１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する機器があることを示す。

凡例

電動弁
Ｍ

Ｍ

Ｍ

加圧器逃がしタンク

加圧器安全弁

加圧器

加圧器逃がし弁

開 開 開

④#1

④#2

④#3 ④#4 ④#5

第 1.1.5 図 原子炉出力抑制（自動） 概要図（２） 



1.1-35 

 

 

  

凡例

手動弁

逆止弁

電動弁

空気作動弁
(ポジショナ付)

信号系

Ｍ

③#3

補助給水ピット

Ａ－電動補助給水ポンプ

Ａ－蒸気発生器

Ｃ－主蒸気逃がし弁

Ｂ－蒸気発生器Ｃ－蒸気発生器

Ｂ－主蒸気逃がし弁

Ａ－主蒸気逃がし弁

Ｂ－電動補助給水ポンプ

主
給
水
系
統

タービン動補助給水ポンプ

共通要因故障対策盤
（自動制御盤）
（ATWS緩和設備）

タービントリップ

主蒸気
隔離弁

主蒸気
逆止弁

起動

起動

起動主
給
水
系
統

主
給
水
系
統

Ｍ

大気
Ｍ

Ｍ

大気Ｍ

大気Ｍ

大気

主蒸気安全弁

大気

大気

L

高圧タービン

タービンバイパス弁

Ａ－復水器

Ｂ－復水器

２次系純水タンク

ＭＭ

ＭＭ

開

開

開

③#1

③#2

③#4

③#5

③#6

④#3

④#4

④#5

Ｍ

Ｍ

④#1

④#2

⑥#3

⑥#2

⑥#1

⑥#4

⑥#5

⑥#6

L L

操作手順 操作対象機器 状態の変化

③#1 Ａ－主蒸気隔離弁 全開→全閉

③#2 Ｂ－主蒸気隔離弁 全開→全閉

③
#3 Ｃ－主蒸気隔離弁 全開→全閉

③
#4 Ａ－主蒸気バイパス隔離弁 全閉確認

③
#5 Ｂ－主蒸気バイパス隔離弁 全閉確認

③
#6 Ｃ－主蒸気バイパス隔離弁 全閉確認

④#1 Ａ－電動補助給水ポンプ 停止→起動

④#2 Ｂ－電動補助給水ポンプ 停止→起動

④
#3 タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁Ａ 全閉→全開

④
#4 タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気入口弁Ｂ 全閉→全開

④
#5 タービン動補助給水ポンプ 停止→起動

⑥
#1 Ａ－主蒸気逃がし弁 全閉→全開

⑥#2 Ｂ－主蒸気逃がし弁 全閉→全開

⑥#3 Ｃ－主蒸気逃がし弁 全閉→全開

⑥
#4 Ａ－主蒸気安全弁 全閉→全開

⑥
#5 Ｂ－主蒸気安全弁 全閉→全開

⑥
#6 Ｃ－主蒸気安全弁 全閉→全開

第 1.1.6 図 原子炉出力抑制（手動） 概要図（１） 
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操作手順 操作対象機器 状態の変化

⑥#1 Ａ－加圧器逃がし弁 全閉→全開

⑥
#2 Ｂ－加圧器逃がし弁 全閉→全開

⑥#3 Ａ－加圧器安全弁 全閉→全開

⑥#4 Ｂ－加圧器安全弁 全閉→全開

⑥#5 Ｃ－加圧器安全弁 全閉→全開

＃１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する機器があることを示す。

凡例

電動弁
Ｍ

Ｍ

Ｍ

加圧器逃がしタンク

加圧器安全弁

加圧器

加圧器逃がし弁

開 開 開

⑥#1

⑥#2

⑥#3 ⑥#4 ⑥#5

第 1.1.7 図 原子炉出力抑制（手動） 概要図（２） 



1.1-37 

操作手順 操作対象機器 状態の変化

②#1 タービントリップ 中立→作動

②#2 主蒸気止め弁 全開→全閉

②#3 蒸気加減弁 全開→全閉

②#4 インターセプト弁 全開→全閉

②#5 再熱蒸気止め弁 全開→全閉

＃１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する機器があることを示す。

蒸気発生器

高圧タービン 低圧タービン

タービントリップ
スイッチ

閉

閉

閉

閉

主蒸気止め弁

蒸気加減弁
インターセプト弁

再熱蒸気止め弁

②#1

②#2

②#3

②#5

②#4

 

  

凡例

信号系

第 1.1.8 図 手動によるタービントリップ 概要図 



1.1-38 

 
 

(1) 手動による原子炉緊急停止 

 

(2) 原子炉出力抑制（自動） 

 

(3) 原子炉出力抑制（手動） 

 

(4) ほう酸水注入 

 
 

第 1.1.9 図 原子炉停止機能喪失時の操作手順 タイムチャート 

「蒸気発生器水位低」による原子炉自動トリップ信号発信

原子炉手動トリップ
※1 ②

制御棒駆動装置用電源断（常用母線440V遮断器開放）
※2 ③

制御棒手動挿入
※2

移動，制御棒駆動装置用電源出力遮断器現場開放
※3

移動，原子炉トリップ遮断器現場開放
※3

※1：機器の操作時間及び状態確認に必要な想定時間に余裕を見込んだ時間
※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間
※3：中央制御室から機器操作場所までの移動時間及び機器の操作時間に余裕を見込んだ時間

経過時間（分）

要員（数）

④

26202 6 8 10 12 14 16 18

⑤

⑥

操作手順

備考

手動による原子炉
緊急停止

手順の項目

4

運転員
（中央制御室）Ａ

１

運転員
（現場）Ｂ

１

22 24

蒸気発生器水位低設定値到達＋10秒後

共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）の作動確認
※1

※1：中央制御室での状況確認に必要な想定時間に余裕を見込んだ時間

14

要員（数）

運転員
（中央制御室）Ａ

１

262 22 24

経過時間（分）

②③④

操作手順

備考

原子炉出力抑制
（自動）

20

手順の項目

16 184 6 8 10 12

共通要因故障対策盤（自動制御盤）（ATWS緩和設備）

が作動しない場合かつ原子炉トリップ（中央制御盤手動操作）

による原子炉緊急停止ができない場合

タービントリップスイッチ操作
※1 ②

主蒸気隔離弁閉操作
※2 ③

電動補助給水ポンプ及び

タービン動補助給水ポンプの手動起動操作
※2

※1：機器の操作時間及び状態確認に必要な想定時間に余裕を見込んだ時間
※2：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間

④

18 268 10 12 14 16

操作手順

備考

運転員
（中央制御室）Ａ

１
原子炉出力抑制
（手動）

手順の項目 要員（数）

202

経過時間（分）

22 244 6

手動による原子炉緊急停止の失敗を確認し，原子炉出力が５％以上又は

中間領域起動率が正であり，ほう酸タンクの水位が確保されている場合

５分 ほう酸水注入（緊急ほう酸濃縮）開始

系統構成
※1 ②

ほう酸水注入（緊急ほう酸濃縮）
※2

※1：機器の操作時間及び動作時間に余裕を見込んだ時間
※2：濃縮時間（例）：０ppmから3,200ppmまで濃縮するには約150分を要する。
　　 　ほう酸タンク：21,000ppm，緊急ほう酸注入ライン流量：13.6m3/h

手順の項目 要員（数）

ほう酸水注入
運転員
（中央制御室）Ａ

１

12

▽

18 20

③④⑤⑥

操作手順

備考2 14 16

経過時間（分）

22 24 264 6 8 10



1.1-39 

 

  凡例

手動弁

空気作動弁

空気作動弁
(ポジショナ付き)

電動弁

逆止弁

オリフィス

流量計

流量計

自己冷却
（手動弁による隔離）

代替補機冷却

設計基準事故対処設備か
ら追加した箇所

Ｍ

Ｍ

Ｍ

ＦＩ

ＦＩ

②#7

ほう酸タンク

Ｂ

Ｍ

ＦＩ

抽出ライン

１次系純水タンク

体積制御タンク

ほう酸希釈ライン隔離

停止
１次系補給水ポンプ

閉

Ａ

Ｂ

停止

Ｍ
Ｍ

燃料取替用水ピット

ＭＭ

Ａ

ループ低温配管

高圧注入ポンプ

ほう酸注入タンク

Ａ

Ｂ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

ＦＩ

ほう酸ポンプ

ほう酸混合器

緊急ほう酸注入弁

Ｍ
Ｍ

Ｍ

Ｍ
Ｍ

Ａ Ｂ

⑤#1

②#6

ほう酸タンク

ほう酸タンク

抽出ライン

充てんポンプ

Ａ

Ｃ

ＭＭ

ＦＩ

Ｍ

Ｂ再生熱交換器

Ａループ
低温配管

充てん流量
制御弁

１次冷却材ポンプ
封水注入ライン

③#3②#1

②#2

②#3

②#4 ③#1

⑤#2

⑤#3

②#5 ③#2

Ｆ

ほう酸フィルタ

操作手順 操作対象機器 状態の変化

②
#1 Ａ－充てんポンプ 起動確認

②
#2 Ｂ－充てんポンプ 起動確認

②
#3 Ｃ－充てんポンプ 起動確認

②
#4 Ａ－ほう酸ポンプ 起動→停止

②
#5 Ｂ－ほう酸ポンプ 起動→停止

②
#6 ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁 全開→全閉

②
#7 Ａ－ほう酸タンク循環ライン流量調節弁 全閉→調整開

②
#8 Ｂ－ほう酸タンク循環ライン流量調節弁 全閉→調整開

③
#1 Ａ－ほう酸ポンプ 停止→起動

③
#2 Ｂ－ほう酸ポンプ 停止→起動

③
#3 緊急ほう酸注入弁 全閉→全開

⑤
#1 １次系純水補給ライン流量制御弁 全閉確認

⑤
#2 Ａ－１次系補給水ポンプ 起動→停止

⑤
#3 Ｂ－１次系補給水ポンプ 起動→停止

♯１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する機器があることを示す。

第 1.1.10 図 ほう酸水注入（緊急ほう酸濃縮ライン） 概要図 



1.1-40 

 

  
凡例

手動弁

空気作動弁

空気作動弁
(ポジショナ付き)

電動弁

逆止弁

オリフィス

流量計

流量計

自己冷却
（手動弁による隔離）

代替補機冷却

設計基準事故対処設備か
ら追加した箇所

Ｍ

Ｍ

Ｍ

ＦＩ

ＦＩ

操作手順番号 操作対象機器 状態の変化

④#1 充てんポンプ入口燃料取替用水ピット側入口弁Ａ 全閉→全開

④#2 充てんポンプ入口燃料取替用水ピット側入口弁Ｂ 全閉→全開

④#3 体積制御タンク出口第１止め弁 全開→全閉

④#4 体積制御タンク出口第２止め弁 全開→全閉

♯１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する機器があることを示す。

ほう酸タンク

Ｂ

Ｍ

ＦＩ

抽出ライン

１次系純水タンク

体積制御タンク

Ａ

Ｂ

Ｍ
Ｍ

燃料取替用水ピット

ＭＭ

Ａ

ループ低温配管

高圧注入ポンプ

ほう酸注入タンク

Ａ

Ｂ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

ＦＩ

ほう酸ポンプ

ほう酸混合器

緊急ほう酸注入弁

Ｍ
Ｍ

Ｍ

Ｍ
Ｍ

Ａ Ｂ

④#1
④#2

④#3

④#4

ほう酸タンク

ほう酸タンク

抽出ライン

充てんポンプ

Ａ

Ｃ

ＭＭ

ＦＩ

Ｍ

Ｂ再生熱交換器

Ａループ
低温配管

充てん流量
制御弁

１次冷却材ポンプ
封水注入ライン

ほう酸希釈ライン隔離

閉

停止
１次系補給水ポンプ

停止

Ｆ

ほう酸フィルタ

第 1.1.11 図 ほう酸水注入（充てんライン） 概要図 



1.1-41 

 

 

  

凡例

手動弁

空気作動弁

空気作動弁
(ポジショナ付き)

電動弁

逆止弁

オリフィス

流量計

流量計

自己冷却
（手動弁による隔離）

代替補機冷却

設計基準事故対処設備か
ら追加した箇所

Ｍ

Ｍ

Ｍ

ＦＩ

ＦＩ

④#7

ループ低温配管

Ｂ

Ｍ

ＦＩ

体積制御タンク

ほう酸希釈ライン隔離

停止
１次系補給水ポンプ

閉

Ａ

Ｂ

停止

Ｍ
Ｍ

燃料取替用水ピット

Ａ

ほう酸ポンプ

ほう酸混合器

緊急ほう酸注入弁

Ｍ Ｍ

高圧注入ポンプ

ほう酸注入タンク

Ｂ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

ＦＩ

Ｍ
Ｍ

Ｍ

Ｍ
Ｍ

抽出ライン

ほう酸タンク

Ａ Ｂ

１次系純水タンク

Ａ

④#6 ④#8

④#9

④#1

④#2

④#3

充てんポンプ

Ａ

Ｃ

ＭＭ

ＦＩ

Ｍ

Ｂ再生熱交換器

Ａループ
低温配管

充てん流量
制御弁

ほう酸タンク

ほう酸タンク

１次冷却材ポンプ
封水注入ライン

④#4

④#5

抽出ライン

Ｆ

ほう酸フィルタ

操作手順 操作対象機器 状態の変化

④#1 ほう酸注入タンク循環ライン入口止め弁 全開→全閉

④#2 ほう酸注入タンク循環ライン出口第１止め弁 全開→全閉

④#3 ほう酸注入タンク循環ライン出口第２止め弁 全開→全閉

④#4 Ａ－高圧注入ポンプ 停止→起動

④#5 Ｂ－高圧注入ポンプ 停止→起動

④#6 ほう酸注入タンク出口C/V外側隔離弁Ａ 全閉→全開

④#7 ほう酸注入タンク出口C/V外側隔離弁Ｂ 全閉→全開

④#8 ほう酸注入タンク入口弁Ａ 全閉→全開

④#9 ほう酸注入タンク入口弁Ｂ 全閉→全開

♯１～：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する機器があることを示す。

第 1.1.12 図 ほう酸水注入（安全注入ライン） 概要図 
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第 1.1.13 図 重大事故等時の対応手段選択フローチャート 

※1：手動による原子炉トリップが不可能な場合は，制御棒を手動挿入する。
①制御棒駆動装置用電源（常用母線440V遮断器操作器）開放
②制御棒挿入
③制御棒駆動装置用電源（制御棒駆動装置用電源出力遮断器スイッチ）開放
④原子炉トリップ遮断器スイッチ開放

※2：手動によるタービントリップが不可能な場合は，主蒸気隔離弁を手動閉とし，主蒸気隔離バイパス弁の閉を確認する。
※3：設定値（蒸気発生器水位９％＋10秒）

①タービントリップ
②主蒸気ライン隔離
③補助給水ポンプ起動

※4：制御棒の挿入に失敗した場合は，制御棒価値を補完するため，燃料取替ほう素濃度までほう酸水注入を継続する。
なお，緊急ほう酸濃縮を行っている間に制御棒の全挿入に成功した場合は，プラントを高温停止に維持し，引き続いて
低温停止に移行させるために必要となるほう素濃度を目標にほう酸水注入を継続する。
燃料取替ほう素濃度
・3,200ppm以上のほう素濃度

停止ほう素濃度
・高温停止：停止余裕 1.8%Δk/k以上を確保できるほう素濃度
・低温停止：停止余裕 1.0%Δk/k以上を確保できるほう素濃度

原子炉手動トリップ※1

共通要因故障対策盤（自動制御盤）
（ATWS緩和設備）作動状況の確認※3

原子炉出力抑制（自動）

手動による原子炉緊急停止

タービントリップ正常

タービン手動トリップ※2

原子炉出力が５％未満
及び

中間領域起動率が零または負

元の手順へ戻る

手動による蒸気発生器への
補助給水流量確立

原子炉出力が５％未満
及び

中間領域起動率が零または負確認

原子炉出力抑制（手動）

ほう酸水注入

No

Yes

Yes

No

No

原子炉トリップ事象発生

原子炉トリップ正常

Yes

No

蒸気発生器への補助給水流量確立
（補助給水ポンプ起動）

Yes

緊急ほう酸濃縮※4及び
ほう酸希釈ライン隔離操作

【凡例】

：プラント状態

：判断

：別フローへ移行

：重大事故等対処設備

：対応手段

フロントライン系故障時の対応手段の選択 


